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本部は、持ち帰り検討の結果、会社の姿勢と回
答を認めるわけにはいかないとし、再申し入れを
行います。

2019年度年末手当の会社回答

１．支払い月数は、３．０ヶ月分とする

（11月1日現在の基準内賃金及び補償措置額）

２．支給日は、１２月１0日以降準備でき次第とする

2019年度年末手当の支給に関する第３回団体交渉

年末手当3.0ヶ月回答に不満！
昨年よりも数段苦労や協力をしている

社員や家族にしっかりと応えるべきだ！
本部は11月６日、2019年度年末手当第３回団体交渉を開催した。会社は回答にあ

たって、「運輸収入が順調に推移したことにより、第２四半期の業績が対前年比で10

3.4％となり、通期における業績も上方修正した。しかし今春は６年連続となるベー

スアップも実施し、期末手当を含めた賃金水準は世の中の相場と比較して既に高い

水準となっている。順調な業績を下支えした社員の努力に報い、今後の奮起を期待

し今年度の年末手当は3.0ヶ月分支給することとした」と発言した。

本部は、組合要求3.5ヶ月をはるかに下回る昨年と同額の支給月数であり、業績の

向上はもとより、昨年よりも数段苦労や協力をしている組合員はじめ社員の労苦に

全く応えていない会社の姿勢、回答に対して、「大いに不満である」と強く表明し、

持ち帰り検討とし、再申し入れを行うこととした。
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会社回答時発言


